
 令和６年度 

杉並区職員（福祉・Ⅱ類）募集案内 
 

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ５ 日 

杉 並 区 

 

【１】採用職種(職務名)・採用区分・採用予定数・勤務場所 

職 種 職 務 名 採用区分 採用予定数 勤 務 場 所 

福 祉 

保育士 

児童指導 

福祉 

Ⅱ 類 ６０名程度 
保育園・児童館・子ども家庭支援センター 

こども発達センター・障害者福祉施設 など 

 

【２】受験資格                               

国籍を問わず、次の①～③の要件に全て該当する方が受験できます。 

① 年齢 

昭和６２年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた方 

② 資格 

保育士となる資格を有し、都道府県知事の保育士登録を受けている方 

※「資格」は、令和７年３月３１日を基準日とします。したがって、資格取得見込みの方も受験できます。 

その場合、資格取得後速やかに保育士登録を行う必要があります。 

③ 次のいずれにも該当しない方 

ア 地方公務員法第１６条の各号のいずれかに該当する方（下記参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

イ 現に杉並区の常勤職員である方（杉並区育児休業代替任期付職員は除く。） 
 

＊ 日本国籍を有しない方も受験できます。受験できる日本国籍を有しない方の範囲は、「出入国管

理及び難民認定法別表第２（永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者）に掲げ

る在留資格を有する人及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国

管理に関する特例法に定める特別永住者」とします。 

 

【３】採用予定日                        

令和７年４月１日 以降 

※ 職員の欠員状況によっては、令和６年度中に採用となる場合もあります 

＜参考＞地方公務員法第１６条各号は次のとおりです。 

 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

 二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

 三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を 

犯し、刑に処せられた者 

 四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

※ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするも

の以外）は受験できません。 



 

【４】選考方法・日程                         

① 第１次選考 

日 時 

場 所 

令和６年８月２５日（日）  午前９時１０分集合 

杉 並 区 内 （受験票に記載してお知らせします。） 

方 法 作 文 課題式により６０分行います。（８００字程度） 

合格発表 

令和６年９月中旬（合否にかかわらず、第１次選考受験者全員に通知します。） 

また、杉並区のホームページにも合格者の受験番号を掲載する予定です。 

「すぎなみではたらく(職員採用情報)」ホームページアドレス・二次元コード 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/hataraku 

※杉並区公式ホームページ（https://www.city.suginami.tokyo.jp） 

からも上記ホームページをご覧いただけます。 

そ の 他 令和６年度より、択一試験は実施しません。 

② 第２次選考 

日 時 

場 所 
第１次選考合格通知とあわせてお知らせします。（令和６年１０月上旬予定） 

方 法 面  接 
職員（福祉）として必要な基礎的・専門的知識及び人物について個別面

接により行います。 

合格発表 
令和６年１０月中旬以降 

（合否にかかわらず、第２次選考受験者全員に通知します。） 
 

【５】申込方法      
インターネット申込により時間に余裕をもって申し込んでください。                     

申込の流れ 

① 下記申込ＵＲＬ・二次元コードで申込フォームにアクセスしてください。 

② 画面の指示に従って全ての必要事項を正しく入力し、下記申込期間内に送信してくだ

さい。 

【ＵＲＬ】 

  https://logoform.jp/form/Y4gR/553897 

※申込後、受付完了をお知らせするメールが届いているか必ず確認してください。 

申込期間 
令和６年６月１５日（土）午前８時３０分から 

令和６年７月１９日（金）午後５時００分まで（期間内受信有効） 
 

※収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律及び杉並区個人情報の保護に関する条例

に基づき、適切に管理し、規定の保存年限経過後に廃棄します。 

※収集した個人情報は申込者本人の同意を得た上で、区が他の杉並区職員採用選考において利

用する場合があります。 
 

【６】受験票の発送 
 電子メールで入手方法をご案内しますので、メールの指示に従って受験票を印刷してください。 

８月９日（金）までに電子メールが届かない場合は、下記問合せ先へ連絡してください。 

      問合せ先：杉並区役所総務部人事課人事係 電話０３－５３０７－０７２１（直通） 

 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/hataraku
https://www.city.suginami.tokyo.jp/
https://logoform.jp/form/Y4gR/553897


【７】勤務条件（令和６年４月１日現在）                   

① 給与等 

採用区分 給料月額（地域手当含む） 他  の  手  当 

Ⅱ類 約２０８，９００円 期末手当・勤勉手当・通勤手当・扶養手当・住居手当 等 

② 勤務時間等（保育園勤務の場合） 

◆ 勤務日は原則として月曜日から土曜日です。 

◆ 勤務時間は午前７時１５分から午後７時４５分までの間で勤務時間を定め、４週間を平均して１週

間について３８時間４５分です。 

◆ 休日は日曜日及びその他指定された日です。 

（上記のほか、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）） 

③ 年次有給休暇等 

◆ 年次有給休暇は年間２０日（４月１日採用の場合は１５日）付与されます。 

◆ その他、慶弔休暇（結婚休暇等）、妊娠出産休暇などの休暇制度や育児休業制度があります。 

 

【８】主な勤務場所                   

この採用選考に合格し、採用されると下記の施設が主な勤務場所となります。なお、いずれの施設も敷

地内禁煙です。 

① 保育園 

区立保育園は２７園（令和６年４月１日現在）で、全ての園で延長保育を実施しています。そのうち、

障害児指定園は１５園、０歳児保育実施園は１８園（産休明け保育実施園７園を含む。）となっていま

す。なお、障害児指定園以外の保育園でも、障害児を受け入れています。 

② 児童館（学童クラブ） 

児童館は、地域の児童健全育成の拠点として、子どもたちに健全な遊びを提供し、その健康増進

や、豊かな情操を育てることを目的とした施設で、「児童青少年センター（中・高校生が主たる利用対

象）」・「子ども・子育てプラザ（乳幼児親子が主たる利用対象）」を含めて、３３館設置しています。 

 また、２３館の児童館には、保護者が就労等により留守家庭になる小学生の健全な育成を図るた

めに、学童クラブを設けています。なお、学童クラブは、小学校内など児童館外にも２８クラブを単独

設置（このうち２６クラブは民間事業者に委託）しています。 

すべての学童クラブで、障害があるなど特別な支援が必要な小学生を受け入れています。 

③ こども発達センター・障害者福祉施設 

◆ 「こども発達センター」は、心身の発達に遅れや心配のある子どもを対象に、発達段階に合わせ

た支援を行うことを目的とする児童発達支援センターの機能を有する施設です。 

◆ 「すぎのき生活園」は、重度知的障害者を対象に生活介護事業を行い、日々の生活の充実と社

会生活能力の向上を目的とする施設です。 

◆ 「こすもす生活園」「なのはな生活園」は、重度身体障害者や重度重複障害者を対象に生活介護

事業及び自立訓練（機能訓練）事業を行い、自立と社会参加を促進することを目的とする施設で

す。 

④ 子ども家庭支援センター 

子ども家庭支援センターは、子どもと家庭の総合相談窓口として、電話または来所による相談や育

児支援等の子育て支援サービスのほか、児童虐待に関する相談にも対応しています。 

 
 
 



【９】過去３年間の採用選考実施状況 
年度 受験者数 合格者数 倍 率 

令和３年度  ７６名 ３６名 ２．１倍 

令和４年度  ６１名 ３２名 １．９倍 

令和５年度  ７４名 ４１名 １．８倍 

 

【10】その他 
採用内定者については、児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６６号）に基づき、本採

用選考の最終合格後から採用内定前までに「保育士特定登録取消者管理システム」を活用し特定登録取

消者に該当するかどうかを確認します。 

照会の結果、特定登録取消者に該当することが判明した場合は、採用しない場合があります。 
 

【11】問合せ先 

杉並区役所 総務部人事課人事係 

〒１６６－８５７０  東京都杉並区阿佐谷南１－１５－１ 

ＴＥＬ ０３－５３０７－０７２１（直通） 

杉並区役所ホームページ https://www.city.suginami.tokyo.jp 

                                                                                            

 交通手段 

・JR中央・総武線阿佐ヶ谷駅南口から徒歩７分 

・東京メトロ丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅から徒歩１分 

・都営・京王バス（阿佐ヶ谷⇔渋谷） 

西武バス（阿佐ヶ谷⇔長久保） 

関東バス（阿佐ヶ谷⇔白鷺一丁目） 

で杉並区役所前下車徒歩１分 

＜杉並区公式 HP＞ 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/

